
市立認定こども園への移行に関するＱ＆A 

 

Ｑ．認定こども園の定員を教えてください。 

Ａ．西郡認定こども園 

 

安中・南山本・志紀・東山本認定こども園 

 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

施設定員 9 24 30 60 60 60 243 

クラス数 1 2 2 3 2 2 12 

 

Ｑ．クラス編成を教えてください。 

Ａ．1号認定児と 2号認定児が混合のクラスとなります。 

  2クラス以上ある年齢におきましては、原則毎年クラス替えを行う予定です。 

 

Ｑ．配置基準を教えてください。 

Ａ．0 歳児…3：1  1・2 歳児…5：1  3 歳児…20：1  4・5 歳児…30：1 となりま

す。（現行の八尾市の保育所基準と同様です） 

 

Ｑ．認定こども園に入園したいと思っていますが、募集人数などを教えてください。 

Ａ．募集人数や入園に関することは、市政だよりに掲載していきます。 

  1号認定児につきましては 8月 20号、2・3号認定児につきましては 9月 20日号に掲

載されます。サポート児につきましても 8月 20号に掲載されております。 

  申込みに関しては子育て支援課にお問い合わせください。 

 

Ｑ．現在公立幼稚園は 4歳・5歳児の 2年保育ですが、認定こども園では 3歳児から入園で

きるのですか。 

Ａ．3歳児から入園可能となりますが、定員枠を超える入園希望者がある年齢につきまして

は抽選となります。 

 

Ｑ．認定こども園の施設見学はできるのですか。 

Ａ．現在、南山本・志紀・東山本認定こども園につきましては建設中でありますので、見

学はできませんが、西郡保育所・安中保育所につきましては現行の建物を使用して認

定こども園に移行しますので、2園につきましては見学可能です。 

  園児の生活の様子等についてはお近くの公立保育所の施設見学や地域交流などに参加

していただくことも可能です。 

 

 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 

施設定員 9 24 30 40 40 40 183 

クラス数 1 2 2 2 2 2 11 



Ｑ．1号認定児と 2・3号認定児では保育時間に違いがありますか。 

Ａ．1号認定児 2・3号認定児で保育時間は違います。また、2・3号認定児につきましても

保護者の方の就労時間等により、標準時間保育児と短時間保育児とに分かれ、保育時

間が変わります。 

 

Ｑ．八尾市の公立の就学前施設は 31 年度から認定こども園の 5か所だけになるのですか。 

Ａ．31年度・32年度につきましては公立保育所 2か所（荘内・末広保育所）と公立幼稚園

3 か所（用和・龍華・南高安幼稚園）が残ります。33 年度より、荘内保育所は南山本

せせらぎこども園に、末広保育所は安中ひかりこども園に引き継がれます。 

 

Ｑ．今まで幼稚園で行われていた預かり保育はありますか。 

Ａ．実施いたします。 

 

Ｑ．認定変更は年度途中でもできますか。 

Ａ．保護者の方の就労の状況によって認定変更は可能です。手続等につきましては子育て

支援課にお問い合わせください。 

 

Ｑ．認定こども園では 1 号認定児も給食になると聞きましたが、食物アレルギーがあると

お弁当を持参するのですか。 

Ａ．給食やおやつにつきましてはアレルギー対応をしています。園からお渡しします生活

管理指導表を医師に記入していただき、園に提出していただきます。それに基づき除

去食や代替え食を提供させていただきますが、提供が困難な場合にはご家庭より持参

していただく事もあります。 

 

Ｑ．お昼寝について教えてください。 

Ａ．4歳児までお昼寝をします。基本的には簡易ベッド（コット）を使用しますので、シー

ツとタオルケットや綿毛布等をご家庭で用意していただくことになります。（低年齢児

につきましては布団を使用する場合もあります） 

  詳しくは入園決定後に行われる面談時に詳しくご説明させていただきます。 

  5歳児のお昼寝はありませんが、個々の体調を考慮し、休息をとるなど柔軟な対応をし

ていきます。 

 

Ｑ．シャワーやプールはあるのですか。 

Ａ．プールは 4.5歳児は 6月下旬、3歳児は 7月より、乳児は 7月中旬より開始します。  シ

ャワーは全年齢 6 月中旬から 9 月下旬頃まで行う予定ですが、プールに入水した時や

外気温等に応じてシャワーを実施しない日もあります。 

   

Ｑ．保育中に災害が起こった時の避難については大丈夫ですか。 

Ａ．災害時の避難につきましては避難経路を考えて設計し、避難滑り台や防火戸等を設置



しております。避難方法につきましてはいろいろな場面を想定し、職員間で避難方法

を確認していきます。毎月、園児と一緒に避難訓練や防犯訓練を実施していきます。 

 

Ｑ．感染症（インフルエンザ等）が流行した時には、学級閉鎖はあるのですか。 

Ａ．認定こども園では学級閉鎖はありません。通常の保育を行う中で、必要に応じて部屋

の消毒をしたり感染症が流行っているクラスとの交流を控えたりする等の配慮をしな

がら感染症が広がらないように気を付けていきます。 

 

Ｑ．登園児に着用する制服や購入する物品はありますか。 

Ａ．制服はありません。 

ただし、1歳児からはカラー帽子、3歳児からは体操ズボンを使用しますので、購入し

ていただくことになります。 

通園カバンや名札、クレパス、はさみなど購入していただく物品があります。ホーム

ページに載せています園案内をご覧ください。 

   

Ｑ．警報時の対応はどうなりますか。 

Ａ．教育委員会が出している警報時の取り決めに準じていくことになると思います。 

  保育中に警報が出た時は、出た時点で保護者の方に連絡をし、お迎えに来ていただき

ます。 

 

Ｑ．保護者会の組織はどうなるのですか。 

Ａ．現在の幼稚園は PTA組織、保育所は保護者会組織となっております。認定こども園に

おきましては開園後に保護者の方たちの話し合いによって立ち上げていただく事にな

ります。 

 

Ｑ．駐輪場や駐車場はありますか。 

Ａ．あります。ただし、駐車台数は園によって多少の違いがあります。 

 

Ｑ．現在幼稚園や保育所に配置されている安全推進員さんは認定こども園でも配置されま

すか。 

Ａ．配置される予定です。 

 

 


